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(57)【要約】
【課題】香りの揮散の変化に富んだ芳香装置の提供を目
的とする。
【解決手段】揺動可能に自立した本体部と、芳香成分が
毛細管現象により浸透する作用体とを備え、前記本体部
は芳香剤を収容するための容器部を有し、前記作用体は
前記容器部に装着可能になっていることを特徴とする。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　揺動可能に自立した本体部と、芳香成分が毛細管現象により浸透する作用体とを備え、
前記本体部は芳香剤を収容するための容器部を有し、
前記作用体は前記容器部に装着可能になっていることを特徴とする芳香装置。
【請求項２】
　前記作用体は取り替え可能になっていることを特徴とする請求項１記載の芳香装置。
【請求項３】
　前記作用体に風又は軽く触れた力が加わることで前記本体部が揺動するものであること
を特徴とする請求項１又は２記載の芳香装置。
【請求項４】
　前記容器部に収容されている芳香剤の量により作用体の揺れる大きさが変化するもので
あることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の芳香装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、芳香剤が揮散する芳香装置に関し、特に風や指先で軽く触れるだけで揺れる
芳香装置に係る。
【背景技術】
【０００２】
　アロマオイル等、各種天然の芳香性オイルを容器に入れ、この容器にスティック状のデ
ィフューザーを差し込み、室内や作業場に設置することで香りを楽しんだり、リラックス
効果を高めたりすることが行われている。
　また、花の形状等、各種形状に造形したディフューザーも販売されている。
　しかし、これらのフレグランス容器は、単に室内等に設置するだけであり、その変化に
乏しいものであった。
【０００３】
　例えば特許文献１には、いわば風鈴型の芳香容器を開示するが、和紙からなる短冊が吊
り下げられたものであり、オイルが滴る恐れがある。
　特許文献２には、ドアの開閉により揺動する液体揮散装置を開示するが、設置場所が限
定されたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２６３３０１号公報
【特許文献２】特開２００１－７０４２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、香りの揮散の変化に富んだ芳香装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る芳香装置は、揺動可能に自立した本体部と、芳香成分が毛細管現象により
浸透する作用体とを備え、前記本体部は芳香剤を収容するための容器部を有し、前記作用
体は前記容器部に装着可能になっていることを特徴とする。
【０００７】
　ここで、揺動可能に自立した本体部とは、左右に揺れることができるが、元の自立した
状態に戻ることができるものをいい、例えば「起き上がりこぼし」のような構造や「やじ
ろべえ」のような構造が例として挙げられる。
【０００８】
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　作用体とは、弱い風の力を受けて本体部が揺れるもののみならず、指先等にて軽く触れ
るだけで本体部が揺れるものを対象とする趣旨である。
【０００９】
　本発明において、作用体は取り替え可能になっているのが好ましく、容器部に収容され
ている芳香剤の量により作用体の揺れる大きさが変化するものであるのが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る芳香装置にあっては、揺動可能な本体部に作用体を装着したので、弱い風
や空気の流れにより揺れる。
　また、作用体に指先等を軽く触れるだけで揺れる。
　これにより、アロマオイル等の芳香剤の揮散に変化が生じる。
　このように、本発明に係る芳香装置は、香りの変化を楽しむことができるとともに、芳
香装置の揺れそのものを楽しむことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る芳香装置の例を示し、（ａ）は自立静止した状態、（ｂ）は揺れて
いる状態を示す。
【図２】本体部の断面図を示し、（ａ）は静止状態、（ｂ）は揺動状体を示す。
【図３】（ａ）～（ｃ）は芳香剤の量の変化による揺れの変化を示す。
【図４】（ａ）～（ｃ）は作用体を本体部に装着する例を示す。
【図５】第２の実施例を示す。
【図６】第３の実施例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明に係る芳香装置１０の構造例を以下、図に基づいて説明する。
【００１３】
　図１は、第１の実施例を示す。
　図２は、本体部１１の断面拡大図、図４に組立図を示す。
　芳香装置１０は、自立可能な本体部１１と図３に示すようにこの本体部１１に装着及び
取り替え可能な作用体１３を有する。
　本体部１１は、作用体１３を装着した状態で自立可能（スタンド可能）になるように、
下側を金属等の重い材料で製作した重量部１１ａと、その上側に液体状の芳香剤１２を収
容するための容器部１１ｂを樹脂等の軽い材料にて製作してある。
　本発明において特徴的なのは、この重量部１１ａの底面を左右，前後に揺動可能にする
ために、凸面形状の凸面部１１ｅに形成した点にある。
　図１に示した第１の実施例では、この底面が球面に近い凸面部１１ｅになっているが、
揺動可能であれば形状に制限はない。
【００１４】
　作用体１３は、根元側の基部１３ａを容器部１１ｂの項部に設けた差込口１１ｄから挿
入し、重量部１１ａの内側上面に設けた凹部形状の差込部１１ｃに差し込み装着した例に
なっている。
　作用体１３は、基部１３ａから毛細管現象により揮発性の精油等からなる芳香剤１２が
吸い上がるようになっている。
　図１に示した実施例は、弱い風を受けても本体部１１が揺動しやすいように鳥の羽根を
模した形状になっているが、形状に制限はない。
　このように、室内の空気の流れや弱い風を受けても揺動しやすいように、作用体は軽い
紙や繊維，メッシュ材を用いて製作するのが好ましく、従来の棒状のディフューザーと比
較して、面積が広い平面的な形状がよい。
　なお、全体として平面的であれば二次元形状のみならず、三次元形状でもよい。
　作用体１３は、全体が毛細管現象を有するものに限らず、部分的に毛細管現象により芳
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　このようにすると、芳香装置１０が作用体１３に受けた弱い風にて、図１（ｂ）に示す
ように揺動する。
　また、指先等にて軽く力を加えても揺れる。
【００１５】
　芳香剤１２は、作用体１３からの揮散により減少する。
　その状況を図３に示す。
　作用体１３の基部１３ａは、重量部１１ａの上面の凹部形状の差込部１１ｃ内に納めら
れているので、芳香剤１２の量が少なくなっても吸い上げやすく（浸透しやすく）なって
いるが、芳香剤１２の残量により本体部１１の重心が変化するとともに、液体の芳香剤が
左右に動くこともあり、作用体１３の動きの大きさや速さが変化する。
　これにより、芳香剤の残量を知ることもできる。
【００１６】
　図５に第２の実施例を示す。
　本実施例は、容器部１１１ｂが重量部１１１ａにねじ部等を用いて、着脱自在にした例
である。
　また、容器部１１１ｂ内の芳香剤の残量変化が分かりやすいように、内径が重量部１１
１ａより小さい略円筒状の形状にした例である。
　この場合も底面の凸面部１１１ｅにて揺動可能になっている。
　本実施例は、作用体１１３の形状を植物の葉を模した例になっている。
【００１７】
　図６に第３の実施例を示す。
　本実施例は、芳香装置がゆっくりと揺れるように重量部２１１ａの底面の凸面部２１１
ｅを曲率の大きい緩やかな凸面形状にした例である。
　作用体２１３の形状を葉が広がるように模してあり、作用体２１３そのものが弾性によ
り揺れるようになっている。
　その際に、作用体２１３の基部が容器部２１１にしっかりと支えられるように、パイプ
状の装着部１４を取り付け、この装着部１４の外周部に芳香剤１２の流入口１４ａを複数
設けた例になっている。
【００１８】
　本発明に係る芳香装置１０においては、各種形状や大きさの作用体を取り替え可能にな
っていて、設置する季節や場所に応じて選ぶことができる。
　また、芳香剤の香りの種類に合せて、作用体を選ぶことができる。
　風が吹くと、それに揺られて揮発が促進される。
　また、指先で軽く触れることで、その香りを楽しむことができる。
　芳香剤の残量によっても揺れ方に変化があり、それを楽しむことができる。
【符号の説明】
【００１９】
１０　　　芳香装置
１１　　　本体部
１１ａ　　重量部
１１ｂ　　容器部
１１ｃ　　差込部
１２　　　芳香剤
１３　　　作用体
１３ａ　　基部
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【図３】

【図４】 【図５】
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